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令和２年１月２７日

第７回尼崎市住環境整備審議会別添資料

民泊事業の特徴等について

いわゆる民泊事業は、宿泊等施設を運営する事業でありながら、旅館業法（ 昭和２３年法

律第１３８号）でなく 、住宅宿泊事業法（ 平成２９年法律第６５号。以下「 民泊法」という。）

という特別法の規定に基づき実施するものである。

尼崎市は、民泊法第１８条の規定に基づき尼崎市住宅宿泊事業に関する条例（ 平成３０年

尼崎市条例第１９号。以下「 民泊条例」 という。） を制定し、民泊事業の実施制限等について

定めている。

１ 民泊法における民泊事業の特徴（ 主なもの）

⑴ 旅館業法の規定の適用が除外されること。

⑵ 既存の住宅（ １戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎）を活用すること。よって、

建物の用途をそのまま（ 住宅のまま） で民泊事業を行うことができる。

⑶ 民泊事業の運営可能期間は、１年間で合計１８０日以下であること。

⑷ 都道府県及び保健所設置市は、条例で、民泊事業の区域や期間を制限することができ

ること。

⑸ 旅館業法上の宿泊施設（ 旅館・ ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業） は許可制で

あるが、民泊事業は届出制であること。

２ 民泊条例で定める制限等の内容（ 民泊条例第３条）

⑴ 実施区域の制限

次の区域では、４月１日午後０時から翌年の４月１日午後０時までの期間、民泊事業

を実施してはならない。ただし、イの区域内では、期間を定めて民泊事業を実施するこ

とについて、その全ての施設の長の同意が得られれば、実施することができる。

※ イに掲げる区域は、旅館業法上の不許可処分可能エリアと同一である。

ア 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域及

び第２種中高層住居専用地域

イ 次の施設の敷地境界線からの水平距離１００メートル以内の各区域（ アの区域内お

けるものを除く 。）

(ｱ) 学校教育法に基づく 学校（ 大学を除く 。）

(ｲ) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基

づく 幼保連携型認定こども園

(ｳ) 児童福祉法に基づく 児童福祉施設

(ｴ) 図書館法に基づく 図書館

(ｵ) 博物館法に基づく 博物館その他これに相当する指定施設

(ｶ) 社会教育法に基づく 公民館

(ｷ) スポーツ施設のうち、運動の用に供する部分の面積が１，５００平方メートル以

上の陸上競技場、球技場、運動広場及び体育館
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( ｸ) 青少年の教育その他その健全な育成を目的として青少年の利用に供される指定

施設

⑵ 説明書類の交付義務

ア 民泊事業の対象となる住宅が、一戸建ての住宅である場合はその周辺１０メートル

以内に住所を有する者に対し、共同住宅等である場合はその入居者に対し民泊事業の

説明書類を交付しなければならない。

イ 説明書類に対し意見が出た場合は、それについて見解を示して住民の理解が得られ

るよう努力しなければならない。

＜参考＞民泊法（ 抜粋）

（ 定義）

第２条 この法律において「 住宅」 とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋

をいう。

⑴ 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用

するために必要なものとして国土交通省令・ 厚生労働省令で定める設備が設けられてい

ること。

⑵ 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了

後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供さ

れていると認められるものとして国土交通省令・ 厚生労働省令で定めるものに該当する

こと。

２ 略

３ この法律において「 住宅宿泊事業」 とは、旅館業法（ 昭和２３年法律第１３８号） 第３

条の２第１項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で

あって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・ 厚生労働省令で定めるところにより算

定した日数が１年間で１８０日を超えないものをいう。

４～１０ 略

（ 届出）

第３条 都道府県知事（ 保健所を設置する市又は特別区（ 以下「 保健所設置市等」 という。）

であって、その長が第６８条第１項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政

事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第７項並びに同条第１

項及び第２項を除き、以下同じ。）に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第

３条第１項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。

（ 条例による住宅宿泊事業の実施の制限）

第１８条 都道府県（ 第６８条第１項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政

事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等） は、住宅宿泊事

業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要がある

ときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定める

ところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。



尼崎市住宅宿泊事業に関する条例

平成３０年３月１３日

条例第１９号

（ この条例の目的）

第１条 この条例は、住宅宿泊事業法（ 平成２９年法律第６５号。以下「 法」 という。） 第１８条の

規定に基づき住宅宿泊事業の実施の制限について定めるとともに、住宅宿泊事業の実施について必

要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業の適正な運営及び良好な生活環境の確保を図ることを

目的とする。

（ 定義）

第２条 この条例における用語の意義は、法における用語の意義による。

（ 住宅宿泊事業の実施の制限）

第３条 次に掲げる区域内においては、４月１日午後０時から翌年の４月１日午後０時までの期間住

宅宿泊事業を実施してはならない。ただし、第２号に掲げる区域（ 以下「 ２号区域」 という。） 内

においては、期間を定めて住宅宿泊事業を実施することについて同号に規定する施設で当該区域に

係るものの全ての長の同意を得たときは、当該期間内に限り、住宅宿泊事業を実施することができ

る。

(1) 都市計画法（ 昭和４３年法律第１００号） 第８条第１項第１号に規定する第１種低層住居専

用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域及び第２種中高層住居専用地域

(2) 旅館業法（ 昭和２３年法律第１３８号） 第３条第３項第１号及び第２号に掲げる施設並びに

尼崎市旅館業に関する条例（ 平成２０年尼崎市条例第４３号）第９条各号に掲げる施設の敷地境

界線からの水平距離１００メートル以内のそれぞれの区域（ 前号に掲げる区域（ 以下「 １号区域」

という。） 内におけるものを除く 。）

２ 法第３条第１項に規定する届出（ 以下「 事業開始届出」 という。） があった際現に前項の規定に

違反していない住宅宿泊事業（ その届出住宅が１号区域及び２号区域以外の区域内に存しているも

のに限る。）については、当該事業開始届出後、当該届出住宅が１号区域内又は２号区域のうちの

いずれかの区域内に存することとなったときは、同項の規定は、適用しない。

３ 事業開始届出があった際現に第１項の規定に違反していない住宅宿泊事業（ その届出住宅が２号

区域のうちのいずれかの区域内に存しているものに限る。）については、当該事業開始届出後、当

該届出住宅が１号区域内又は新たに設置された同項第２号に規定する施設に係る２号区域内に存

することとなったときは、同項ただし書中「 第２号に掲げる区域（ 以下「 ２号区域」 という。） 内

においては、期間を定めて住宅宿泊事業を実施することについて同号に規定する施設で当該区域に

係るものの全ての長の同意を得たときは、当該期間内に限り、」 とあるのは、「 第３項の規定によ

る読替え前のこの項ただし書の規定により実施している住宅宿泊事業の期間（ 当該期間に変更があ

ったときは、その変更後の期間） 内に限り、当該」 として、同項の規定を適用する。



（ 実施同意を得た事業予定者がすべき届出等）

第４条 住宅宿泊事業を実施しようとする者（ 以下「 事業予定者」 という。） で前条第１項ただし書

の同意（ 以下「 実施同意」 という。） を得たものは、事業開始届出をしようとするときは、法第３

条第２項の規定により提出する届出書（ 以下「 事業開始届出書」 という。） に当該実施同意に係る

書類その他規則で定める書類を添付しなければならない。

２ 住宅宿泊事業者及び事業予定者（ 以下「 住宅宿泊事業者等」という。）で実施同意を得たものは、

事業開始届出後、当該実施同意に係る住宅宿泊事業の期間に変更があったときは、規則で定めると

ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。

（ 住宅宿泊事業の説明書類の交付等）

第５条 事業予定者は、規則で定めるところにより、近隣住民（ その住宅宿泊事業に係る住宅（ 以下

「 対象住宅」 という。） が一戸建ての住宅（ 市長が別に定めるものを含む。以下同じ。） である場

合にあっては当該一戸建ての住宅の敷地内及び当該一戸建ての住宅の敷地境界線からの水平距離

１０メートル以内に住所を有する者を、対象住宅が共同住宅（ 市長が別に定めるものを含む。以下

同じ。）における住戸である場合にあっては当該共同住宅内に住所を有する者をいう。以下同じ。）

に対し、当該住宅宿泊事業について規則で定める事項（ 以下「 説明事項」 という。） を記載した書

類（ 以下「 説明書類」 という。） を交付しなければならない。

２ 住宅宿泊事業者等は、次のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、近隣住民に

対し、当該号に定める事項その他規則で定める事項を記載した書類（ 以下「 変更説明書類」という。）

を交付しなければならない。

(1) 住宅宿泊事業の期間その他規則で定める事項を変更しようとするとき その変更しようとす

る事項

(2) 住宅宿泊事業者又は事業予定者の商号、名称又は氏名その他規則で定める事項を変更したと

き その変更した事項

３ 事業予定者は、第１項の規定により説明書類を交付した場合又は前項の規定により変更説明書類

を交付した場合において、事業開始届出をしようとするときは、事業開始届出書に当該説明書類（ 同

項の規定により変更説明書類を交付した場合にあっては、当該変更説明書類を含む。）その他規則

で定める書類を添付しなければならない。

４ 住宅宿泊事業者等は、事業開始届出後第２項各号のいずれかに該当したことにより同項の規定に

より変更説明書類を交付したときは、規則で定めるところにより、当該変更説明書類その他規則で

定める書類を市長に提出しなければならない。

５ 住宅宿泊事業者等は、その住宅宿泊事業について近隣住民から質問又は意見があったときは、適

切かつ迅速に、当該質問に回答し、又は当該意見に対する見解を示し、当該住宅宿泊事業に対する

当該近隣住民の理解が得られるよう努めなければならない。

（ 報告の徴収等）



第６条 市長は、住宅宿泊事業の適正な運営又は良好な生活環境の確保を図るために必要があると認

めるときは、住宅宿泊事業者又は事業予定者に対し、その住宅宿泊事業に関して必要な報告又は資

料の提出を求めることができる。

（ 委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

付 則

（ 施行期日）

１ この条例は、公布の日の翌日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該号に定める日から

施行する。

(1) 第４条、第５条第３項及び第４項並びに付則第３項の規定 平成３０年３月１５日

(2) 第３条及び付則第４項の規定 平成３０年６月１５日

（ 経過措置）

２ この条例の施行の日から平成３０年６月１４日までの間については、第５条第２項中「 住宅宿泊

事業者等」 とあり、同項第２号中「 住宅宿泊事業者又は事業予定者」 とあり、同条第５項中「 住宅

宿泊事業者等」 とあり、及び第６条中「 住宅宿泊事業者又は事業予定者」 とあるのは、「 事業予定

者」 として、これらの規定を適用する。

３ 平成３０年３月１５日から同年６月１４日までの間については、第４条第１項中「 事業開始届出

を」とあるのは「 法附則第２条第１項前段の規定による届出（ 以下「 施行前事業開始届出」という。）

を」 と、「 法」 とあるのは「 同項前段の規定により法」 と、「 規定」 とあるのは「 規定の例」 と、

「 事業開始届出書」 とあるのは「 施行前事業開始届出書」 と、同条第２項中「 住宅宿泊事業者及び

事業予定者（ 以下「 住宅宿泊事業者等」 という。） 」 とあるのは「 事業予定者」 と、「 事業開始届

出」 とあるのは「 施行前事業開始届出」 と、第５条第３項中「 事業開始届出を」 とあるのは「 施行

前事業開始届出を」 と、「 事業開始届出書」 とあるのは「 施行前事業開始届出書」 と、同条第４項

中「 住宅宿泊事業者等は、事業開始届出後」 とあるのは「 事業予定者は、施行前事業開始届出後」

として、これらの規定を適用する。

４ 法附則第２条第１項前段の規定による届出があった場合は、第３条第２項中「 第３条第１項に規

定する届出（ 以下「 事業開始届出」 という。） があった」 とあるのは「 の施行の」 と、「 当該事業

開始届出後」とあるのは「 平成３０年６月１５日以後」と、同条第３項中「 事業開始届出があった」

とあるのは「 法の施行の」 と、「 当該事業開始届出後」 とあるのは「 平成３０年６月１５日以後」

として、これらの規定を適用する。

（ 委任）

５ 付則第２項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行について必要な経過措置は、市

長が定める。



尼崎市住宅宿泊事業に関する条例施行規則

平成３０年３月１４日

規則第６号

（ この規則の趣旨）

第１条 この規則は、尼崎市住宅宿泊事業に関する条例（ 平成３０年尼崎市条例第１９号。以下「 条

例」 という。） 第４条、第５条第１項から第４項まで及び第７条の規定に基づき、条例の施行につ

いて必要な事項を定めるものとする。

（ 条例第４条第１項の規則で定める書類）

第２条 条例第４条第１項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 実施同意に係る対象住宅に係る建築物及び当該建築物の敷地境界線からの水平距離１００メ

ートル以内に存する施設で条例第３条第１項第２号に規定するものの位置が示された図面

(2) その他市長が必要と認める書類

（ 実施同意に係る住宅宿泊事業の期間の変更の届出）

第３条 条例第４条第２項の規定による届出は、実施同意に係る住宅宿泊事業の期間に変更があった

日から７日以内に住宅宿泊事業期間変更届出書により行わなければならない。

（ 説明書類の交付）

第４条 条例第５条第１項の規定による説明書類の交付は、事業開始届出を行おうとする日の７日前

までに行わなければならない。

２ 条例第５条第１項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業予定者の商号又は名称及び主たる事務所の所在地（ 個人にあっては、氏名及び住所） 並

びにその連絡先

(2) 事業予定者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所（ 法人にあっ

ては、その商号又は名称及び主たる事務所の所在地）

(3) その対象住宅の所在地（ 当該対象住宅が条例第５条第１項に規定する共同住宅における住戸

である場合にあっては、当該住戸の居室番号その他当該住戸を特定するための記号等を含む。）

(4) その対象住宅の各居室の宿泊定員

(5) その住宅宿泊事業の期間

(6) その住宅宿泊事業の実施を開始しようとする日

(7) 住宅宿泊事業法（ 平成２９年法律第６５号。以下「 法」 という。） 第１１条第１項の規定に

よる住宅宿泊管理業務（ 法第２条第５項に規定する住宅宿泊管理業務をいう。）の委託（ 以下「 管

理業務委託」 という。） をする場合にあっては、その相手方である住宅宿泊管理業者（ 同条第７

項に規定する住宅宿泊管理業者をいう。以下同じ。）の商号又は名称及び主たる事務所の所在地

（ 個人にあっては、氏名及び住所） 並びにその連絡先

(8) その他市長が必要と認める事項

（ 変更説明書類の交付）



第５条 条例第５条第２項の規定による変更説明書類の交付は、次に掲げる区分に応じ、当該号に定

める日までに行わなければならない。

(1) 条例第５条第２項第１号に該当するとき 当該号に規定する事項を変更しようとする日の７

日前の日

(2) 条例第５条第２項第２号に該当するとき 当該号に規定する事項を変更した日の７日後の日

２ 条例第５条第２項各号列記以外の部分の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 住宅宿泊事業者又は事業予定者の商号又は名称及び主たる事務所の所在地（ 個人にあっては、

氏名及び住所） 並びにその連絡先

(2) 前条第２項第３号及び第７号に掲げる事項

(3) その他市長が必要と認める事項

３ 条例第５条第２項第１号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 住宅宿泊事業者又は事業予定者（ 管理業務委託をする場合にあっては、その相手方である住

宅宿泊管理業者を含む。） の連絡先

(2) 事業予定者にあっては、前条第２項第６号に掲げる事項

(3) その他市長が必要と認める事項

４ 条例第５条第２項第２号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 住宅宿泊事業者又は事業予定者の主たる事務所の所在地（ 個人にあっては、住所）

(2) 住宅宿泊事業者又は事業予定者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名又

は住所（ 法人にあっては、その商号若しくは名称又は主たる事務所の所在地）

(3) 管理業務委託をする場合にあっては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号若しくは名

称又は主たる事務所の所在地（ 個人にあっては、氏名又は住所）

(4) その他市長が必要と認める事項

（ 条例第５条第３項の規則で定める書類）

第６条 条例第５条第３項の規則で定める書類は、住宅宿泊事業について近隣住民から質問又は意見

があった場合における当該質問及びこれに対する回答の内容又は当該意見及びこれに対する見解

の内容を記載した書類とする。

（ 変更説明書類の交付に係る書類の提出）

第７条 条例第５条第４項の規定による書類の提出は、同条第２項の規定による変更説明書類の交付

を行った日から３０日以内に行わなければならない。

２ 条例第５条第４項の規則で定める書類は、前条に規定する書類（ 前項の変更説明書類に係るもの

に限る。） とする。

（ 施行の細目）

第８条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、主管局長が定める。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第３条、第６条及び第７条の規定は、平成

３０年３月１５日から施行する。



旅館業法・住宅宿泊事業法・特区民泊　比較表 R1.8.19

国家戦略特別区域法

内閣府　（尼崎市：政策課）
＜目的＞
・産業の国際競争力の強化
・国際的な経済活動の拠点の形成促進

＜特区民泊とは＞
・国家戦略特別区域における外国人観光客
滞在施設経営事業のこと

＜特区指定区域＞（10区域：政令で規定)
関西圏、東京圏、仙北市、仙台市、新潟市、
愛知県、養父市、広島県・今治市、福岡市・
北九州市、沖縄県

＜実施の流れ＞
・基本方針及び区域方針に則して、区域会
議において「国家戦略特別区域計画」を作

→成する 内閣総理大臣の認定を受ける（内
閣総理大臣は、諮問会議に意見を求めるこ

→とができる。） 条例制定（宿泊日数を規
定）

旅館・ホテル営業 簡易宿所営業 家主居住型 家主不在型 認定施設

・施設を設け、宿泊料を受
けて、人を宿泊させる営業
・「宿泊」とは寝具を使用し
て施設を利用すること

・宿泊する場所を多数人（２
人以上）で共用する構造及
び設備を主とする施設を設
け、宿泊料を受けて、人を
宿泊させる営業
・「宿泊」とは寝具を使用し
て施設を利用すること

・住宅の設備要件と居住要
件を満たす
・住宅に人を宿泊させる間
不在とならない場合

・住宅の設備要件と居住要
件を満たす
・住宅に人を宿泊させる間
不在となる場合
（管理業者への委託必須）

・外国人旅行客の滞在に適した施設を賃貸
借契約に基づき、一定期間以上使用させる
・施設の使用方法に関する外国語を用いた
案内や外国人旅行客の滞在に必要な役務
を提供する

許可（保健所長） 許可（保健所長） 届出（市長） 届出（市長） 特定認定（市長）

３６５日 ３６５日 １８０日まで １８０日まで ３６５日（２泊３日以上）

規定なし 規定なし 周囲１００メートル以内に学
校教育施設等がある場合
（施設の長の同意が必要）
(※ 1)

周囲１００メートル以内に学
校教育施設等がある場合
（施設の長の同意が必要）
(※ 1)

規定なし

不要 不要 (※ 1 )要 (※ 1)要 要

客室の
延床面積

7㎡以上
（ベッドを置く場合9m2以上）

33㎡以上
(10人未満　3.3㎡/人以上）

3.3㎡以上/人 3.3㎡以上/人 25㎡以上

寝室（トイレ、浴室
等を含まない）の
床面積

3m2/人以上
（ベッドを置く場合4m2 (※ 1)/人） 

2.25m2/人以上
 (※ 1 ) 規定なし 規定なし 規定なし

尼崎市
遊技場及び
ラブホテルの
建築等の
規制に関する
条例

適用外

消防法

規定あり

（防火対象物：旅館、ホテ
ル、宿泊所その他これらに
類するもの。但し、事業者
が不在とならず、宿泊室が

50m2以下であれば、防火
対象物ではなく住宅）

規定あり

（防火対象物：旅館、ホテ
ル、宿泊所その他これらに
類するもの）

規定あり

（防火対象物：旅館、ホテル、宿泊所その他
これらに類するもの。但し、事業者が不在と

ならず、宿泊室が50m2以下であれば、防火
対象物ではなく住宅）

×× × ○ △ ◎
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旅館業法 住宅宿泊事業法

厚生労働省　（尼崎市：生活衛生課） 観光庁　（尼崎市：生活衛生課）

＜目的＞
・国内外観光客の来訪及び滞在促進
・業務の適正な運営を確保（公衆衛生の確保や地域住
民等のトラブル防止等）
・事業者（届出：都道府県知事）、管理業（登録：国土交
通大臣）、仲介業（登録：観光庁長官）のそれぞれに規
定あり
・住宅を活用した違法民泊の匿名性排除

以下の構造設備を有することが必要。
・フロント
(対面して受付を行う玄関帳場又はカウンター式のフロ
ント)
・ロビー及び応接室又は談話室
・会議、催物、宴会等の用に供するための部屋
・食堂、レストラン又は喫茶室 　　　　　　　　　　　　　等
※それぞれ宿泊者定員数に応じた広さが必要

玄関帳場又はカウンター式のフロントにおいて、従業員
と客が直接面会するよう規定されている。

規定あり

（防火対象物：旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類
するもの）

建物用途の制限　：　ホテル、旅館

用途地域の制限　：　住居専用地域、工業地域、
　　　　　　　　　　　　　工業専用地域では建築不可

建物用途の制限　：　共同住宅又は寄宿舎

用途地域の制限　：　住居専用地域では営業不可
※（ 尼崎市住宅宿泊事業に関する条例による規定。）

建物用途の制限　：　共同住宅又は寄宿舎

用途地域の制限　：　なし

適用外

面
積

（
事
業
実
施
の
難
易
度

）

法律

事業者から見た
事業のやりやすさ

概要

区分

定義

営業実施
のための手続

周辺施設
による制限

周辺住民への
事前説明

年間宿泊日数

所管

他
法
令
関
係
建築基準法

＜目的＞
・宿泊営業の利用者需要の高度化と多様化に対応した
サービスの提供を促進
・公衆衛生の向上に寄与

＜法改正（H30.6.15～）＞
・「旅館・ホテル営業」へと種別を統合し、規制緩和を実
施
（規制の緩やかな旅館営業の構造設備基準へ統一）
→ 最低客室数の撤廃（ワンルームマンションや１軒屋の
１室で営業可）
→ フロント設置義務の撤廃（無人営業可）　等
・違法民泊の広がりを受け、無許可営業者等に対する
取締り強化（無許可施設への立入権限の付与、罰則の
引き上げ（罰金１００万円、６月以下の懲役））

※易 ※易※易

※やや難 ※やや易

※やや難















建築基準法による主な規制について
一般住宅 共同住宅 宿泊施設 備考

構造耐力
荷重条件が著しく変わる場合は要注
意

防火上必要な構造制
限（耐火建築物等）

―
現状耐火建築物でないものを改修で
耐火建築物とするのはほぼ不可能

廊下幅 ―

（共用の廊下に限る）
住戸の床面積＞100㎡の階
　両側居室：1.6m以上
　片側居室：1.2m以上

≦ 100住戸の床面積 ㎡の階
　両側居室：1.2m以上
　片側居室：0.9m以上

※居室の床面積＞200㎡の階
　両側居室：1.6m以上
　片側居室：1.2m以上
宿泊室の床面積＞100㎡の階
　1.2m以上

※ 3室以下の専用のものは除く

階段の各部分の寸法
（各階の居室の床面

≦ 200積 ㎡の場合）

幅：75㎝以上
蹴上：23㎝以下
踏面：15㎝以上

（共用の階段に限る）
≧200㎡ 直上階の居室の床面積＞100㎡

　幅：1.2m（屋外階段は0.9m）以上
　蹴上：220㎜以下
　踏面：210㎜以上

≦ 100直上階の居室の床面積 ㎡
　幅：0.9m以上
　蹴上：220㎜以下
　踏面：210㎜以上

直上階の宿泊室の床面積＞100㎡
　幅：1.2m（屋外階段は0.9m）以上
　蹴上：22㎝以下
　踏面：21㎝以上

≦ 100直上階の宿泊室の床面積 ㎡
　幅：75㎝以上
　蹴上：22㎝以下
　踏面：21㎝以上

2以上の直通階段 ― 居室の床面積＞100㎡の階 宿泊室の床面積＞100㎡の階

主要構造部が不燃又は準耐火構造
→ 200の場合100㎡ ㎡の緩和あり

令和2年4月1日施行の改正令により、
竪穴部分を区画したものは適用除外
となる

敷地内通路

3階建て以上のものは屋外への出口か
ら道等に通ずる幅員1.5ｍ（階数が3で床
面積200㎡未満のものは0.9m）以上の敷
地内通路が必要

令和2年4月1日施行の改正令により、
階数3以下のものについては0.9m以
上に緩和

非常用照明 ― 共用部分の居室及び避難経路 居室及び避難経路 告示による緩和規定あり

竪穴区画 ―
準耐火建築物等でなく、3階200㎡未
満のものは緩和規定あり

114条区画 ― 告示による緩和規定あり

用途地域 2中高以上、工業・工専では不可

容積率
車庫、昇降機の昇降路等の部分のみ延
べ面積に不算入

他の用途に加え、共用部分の廊下・階段等
の部分も延べ面積不算入

車庫、昇降機の昇降路等の部分の
み延べ面積に不算入

福祉のまちづくり条例 ―
≧ 2000床面積 ㎡又は21戸以上で共用部に

段差禁止等の規定の適用あり
100㎡以上のものに段差禁止等の規
定の適用あり

用途変更の場合、用途を変更する部
分にのみ適用

※ 「一般住宅」については床面積200㎡以下を想定して記載しています。
※規制のすべてを網羅したものではなく、主なものを抜粋したものになります。

工業専用地域では不可

住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室：1800N/㎡等
事務室：2900N/㎡等

3階部分を当該用途に供する場合、耐火建築物とする。（3階建てで床面積200㎡未
満かつ警報設備を設けたものは除く）

すべて屋外への出口から道等に通ずる幅員1.5ｍ（階数が3以下で
床面積200㎡未満のものは0.9m）以上の敷地内通路が必要

３階以上に居室がある場合、竪穴部分とその他の部分とを区画

防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、かつ小屋裏または天井裏まで設置



消防法による主な規制について ※規制の全てを網羅したものではなく 、主なものを抜粋したものになります。
建物の用途

消防の規制

一般住宅 共同住宅 宿泊施設
複合用途施設

（ 共同住宅と宿泊施設の複合）

消火器 － 延べ面積150㎡以上 同左
同左

（ 各用途ごとに判断）

自動火災報知設備 － 延べ面積500㎡以上 全て

延べ面積300㎡未満

⇒ 宿泊施設部分のみ

延べ面積300㎡以上

⇒ 宿泊施設面積が全体の 10％以下

の場合は、宿泊施設のみ

住宅用火災警報器
寝室等に

設置

自動火災報知設備が

あれば不要
－ 自動火災報知設備があれば不要

誘導灯 －
地階、無窓階、

11階以上の階
全て 全て

スプリンクラー設備 － 11階以上の階
11階以上の建物の全体

延べ面積6000㎡以上

11階以上の建物の全体

宿泊施設面積が3000㎡以上の建物で

宿泊施設が存する階

防火管理者の選任 － 収容人員が50人以上 収容人員が30人以上 同左
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ＩＣＴを活用した画像による面接について 

 現行案 

   積極的要件（改正後のラブパチ条例別表第２）には、従業員と面接しないまま入室が

可能な宿泊等施設が挙げられており（同表第４号）、この従業員と客との「面接」には、

直接の面会のほか、ＩＣＴ（情報通信機器）を活用した画像による面接（以下「ＩＣＴ

活用面接」という。）も含むとしていた。すなわち、ＩＣＴ活用面接が可能な状態であれ

ば、「ラブホテル」の要件に当たらないということである。 

 ＩＣＴ設置の場合の条件

   このＩＣＴを設置する場合には、条件として、①音声に限らず、従業者及び客が相互

に画像（客の画像にあっては、全身のもの）を明確に視認することができること、②音

声を明確に聞き取ることができること、③チェックインの面接後に客室の開錠が可能と

なっていること、④チェックアウトの面接時に宿泊料の支払が可能となっていること等

の基準が必要となる。 

 そもそも、なぜ「面接」というものが必要か。 

   従業員と客との面接については、「対面して受付を行う玄関帳場又はカウンター式の

フロント」（ラブパチ条例別表第１第２号）の技術的基準の１つに、「従業員と客が直接

面会できること」（ラブパチ規則第１０条第２号ウ）という基準がある。 

   通常の宿泊等施設となるために「面接」を必要としている理由は、面接しないままの

入室が現代のラブホテルの主な特徴の一つであるからである。 

   風営法においても、ラブホテル（店舗型性風俗特殊営業に係る宿泊等施設）の該当要

件の一つとして、「客がその従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することに

よってその利用する個室の鍵の交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面

接をしないでその利用する個室に入ることができる施設」（風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律施行令第３条第１項第２号ホ）が挙げられており、「面接」の

有無が重点となっている。 

 「面接」にＩＣＴ活用面接を含めることの是非の検討 

旅館業法に基づく制度改正により、旅館・ホテル、簡易宿所等において、ＩＣＴ活用

面接が可能な状態になっており、諸条件を満たせば、玄関帳場又はカウンターの無人化

が認められている。その場合に「駆けつけ要件」が付いてくる。 

旅館業法及び同法に基づく条例の規制は、あくまで公衆衛生上の観点からであり、「ラ

ブホテル」規制の概念を有していない。そのため、今回のラブパチ条例の改正に当たり、

「面接」にＩＣＴ活用面接を含めた場合に宿泊等施設の「ラブホテル」化につながるお

それが高いかどうかを検討する必要がある。また、それ以外にどのような影響が及ぶか

についても検討しておく必要がある。 

 「ラブホテル」化につながるおそれの有無 

従業員と「直面」することは、宿泊等施設を性的営みの目的で利用する客の足を遠の
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かせることになるため、事業者も、客足が遠のくことが分かって「直面」式のラブホテ

ルを開設することはないため、宿泊等施設のラブホテル化を抑止する効果があると考え

られてきた。しかし、「直面」でなくＩＣＴ活用面接の対応となると、そのような客の足

が少しは上向くと思われ、ラブホテル化の抑止力が多少弱まることは否定できない。 

   ＩＣＴ活用面接を採用すれば、基本的に宿泊等施設内には従業員が居ないため、客等

による騒音等の何らかのトラブルがあった場合、即対応ができないことがある。特に住

居系地域では、無人化した宿泊等施設に対して周辺住民が不安感を抱いたり、実際に騒

音等のトラブルにより周辺住民に迷惑が及んだ場合に即対応ができないことが考えられ

る。 

 風営法上の取扱い 

   上記 の後半で述べたように、風営法では、「面接」がなければラブホテル（店舗型性

風俗特殊営業に係る宿泊等施設）に該当することになるが、風営法上この「面接」にＩ

ＣＴ活用面接が含まれるか否かについて、所管する兵庫県警察本部は、現時点では含め

ていないという見解であった。すなわち、ＩＣＴ活用面接を行う場合は、風営法上の「面

接」に当たらないため、ラブホテルとみなされるということになる。 

 結論 

以上を踏まえると、「面接」にＩＣＴ活用面接を含めると「ラブホテル」化につながる

おそれが多少あるかもしれないが、「面接」義務が消滅したものではなく、本件の改正の

趣旨（簡易宿所を開設しやすくするための改正）に鑑みれば、「面接」にＩＣＴ活用面接

を含めないという判断の決め手にはならない。 

しかし、上記 の兵庫県警の「面接」に対する運用状況を踏まえると、「面接」にＩＣ

Ｔ活用面接を含めた場合、風営法上はラブホテルに該当するのに、ラブパチ条例では「ラ

ブホテル」に当たらないというねじれ現象が生じてしまう。また、上記 の問題も看過

することはできない。 

そうすると、現時点では、「面接」にＩＣＴ（情報通信機器）の活用による面会を含め

ないという判断の方が妥当と思われる。 

以 上   



風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（ 昭和２３年法律第１２２号）

（ 目的）

第１条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及

ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域

等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営

業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

（ 用語の意義）

第２条

１～５ 略

６ この法律において「 店舗型性風俗特殊営業」 とは、次の各号のいずれかに該当する営業をい

う。

⑴ ～⑶ 略

⑷ 専ら異性を同伴する客の宿泊（ 休憩を含む。以下この条において同じ。 ） の用に供する政

令で定める施設（ 政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。 ） を設け、

当該施設を当該宿泊に利用させる営業

⑸ ・ ⑹ 略

（ 営業等の届出）

第２７条 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別（ 第２条第

６項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。 ） に応じて、営業所ごと

に、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなけれ

ばならない。

⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

⑵ 営業所の名称及び所在地

⑶ 店舗型性風俗特殊営業の種別

⑷ 営業所の構造及び設備の概要

⑸ 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所

２ 前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号（ 第

３号を除く 。 ） に掲げる事項（ 同項第２号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。 ）

に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事

項を記載した届出書を提出しなければならない。

３ 前２項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しな

ければならない。

４ 公安委員会は、第１項又は第２項の届出書（ 同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営

業を廃止した場合におけるものを除く 。 ） の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当

該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に係る営業所が第２８

条第１項の規定又は同条第２項の規定に基づく 条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営

んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。

５ 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付ける

とともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。



風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令（ 昭和59年政令第319号）

第１条・ 第２条 略

（ 法第２条第６項第４号の政令で定める施設等）

第３条 法第２条第６項第４号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

⑴ レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する

施設

⑵ ホテル等その他客の宿泊（ 休憩を含む。以下この条において同じ。） の用に供する施設で

あつて、次のいずれかに該当するもの（ 前号に該当するものを除く 。）

イ 食堂（ 調理室を含む。以下このイにおいて同じ。） 又はロビーの床面積が、次の表の上欄

に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しない施設

収容人員の区分
床面積

食堂 ロビー

３０人以下 ３０平方メートル ３０平方メートル

３１人以上５０人以下 ４０平方メートル ４０平方メートル

５１人以上 ５０平方メートル ５０平方メートル

ロ 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の

表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設

ハ 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を

外部から見えにく く するための設備が設けられている施設

ニ フロント 、玄関帳場その他これらに類する設備（ 以下この条において「 フロント等」 と

いう。）にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等にお

ける客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある

施設

ホ 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室

の鍵の交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個

室に入ることができる施設

２ 法第２条第６項第４号の政令で定める構造は、前項第二号に掲げる施設（ 客との面接に適す

るフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室の鍵の授受

を行う施設を除く 。） につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。

⑴ 客の使用する自動車の車庫（ 天井（ 天井のない場合にあつては、屋根） 及び二以上の側壁

（ ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。） を有するものに限るものとし、

２以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供す

る区画された車庫の部分をいう。以下この項において同じ。） が通常その客の宿泊に供され

る個室に接続する構造

⑵ 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該

個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造

⑶ 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用

いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造（ 前号に該当するものを除

く 。）

３ 法第２条第６項第４号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ



当該各号に定めるものとする。

⑴ 第１項第１号に掲げる施設 次のいずれかに該当する設備

イ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥
が
している人の姿態を映すために設けられた

鏡（ 以下このイにおいて「 特定用途鏡」 という。） で面積が１平方メートル以上のもの又は

２以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が１平方メートル以上のもの（ 天井、壁、仕切

り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。）その他

専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備

ロ 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備

ハ 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの

⑵ 第１項第２号に掲げる施設 同号イからハまでのいずれかに該当する施設にあつては次

のイに、同号ニ又はホに該当する施設にあつては次のロに該当する設備

イ 前号イ又はロに掲げる設備

ロ 宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しない

で当該料金を支払うことができるもの


